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神奈川区社会福祉協議会運営の基本方針 
  

平成３１年度は、神奈川区地域福祉保健計画「かながわ支え愛プラン」は４年目に入り、区計

画においては第４期計画の策定が始まります。また、「地区別計画」においても第４期計画策定準

備のため、地区の特性に合わせた目標設定が重要な要となります。 

区社協では、この計画の前身でもある「神奈川区地域福祉活動計画」において、まちづくりを

進めてきました。双方の計画の共通する理念である住民主体により、目標達成にその役割を発揮

する必要があります。 

また、この計画を推進する過程のなかで、住民同士の支え合えるまちが生まれ、今求められて

いる地域共生社会の実現にもつながります。そうした計画の重要な役割をあらためて認識し、地

区社協がそれぞれの地域の計画の目標達成のために大きな推進力をもって、主体的に関われるよ

う支援が必要です。 

これまで続けてきた「ふれあい見守り活動」や「住民支え合いマップづくり」を通して、住民一

人一人がその課題に気づき、支え合いが進められました。ここ数年で飛躍的な広がりを見せた「サ

ロン」「子どもの居場所」や身近な地域での支えあい活動である「地区ボランティアセンター」な

どを基調とし、改めて支え合いマップの目的と機能について振り返りをしつつ、今後も近隣による

見守り、助け合い活動を進める必要があります。 

今年度は、民生委員・児童委員の一斉改選を迎えます。さまざまな活動の展開を更に広げるため

には、新任委員はもとより全ての委員を重要なパートナーとして連携することが不可欠です。 

これらの事業を推進していくためには、区役所、地域ケアプラザ（地域包括支援センター）など

さまざまな機関やネットワークとの協働はもとより、区社協の会員である地域住民や会員・関係機

関との連携により、社協がめざす「長期ビジョン 2025 中期計画」に沿って事業を推進していきま

す。 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支え合いマップ 

 

ふれあい（見守り）活動 

支え愛プラン、中期計画 

※ 「かながわ支え愛プラン」は、子どもから高齢者までのすべての方を対象に、区民との協働によ

り福祉と保健の取組を一体的に策定した神奈川区地域福祉保健計画の愛称です。 

※ 「長期ビジョン 2025 中期計画」は、地域福祉を推進する組織である社協の活動理念を市社協と

区社協の共通認識のもと重点項目を中心に、地域福祉保健計画とも連動させ、2025 年までの

目指す姿の実現に向け取り組む事業です。 

 

地区ボラセン 
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□ 平成３１年度の神奈川区社協重点取組 

 

 
               

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 身近な地域のつながり・支えあい活動の推進 

（１） 住民同士の支え合い活動の推進（住民支え合いマップ、ふれあい活動やサロン等居場所づくりを

地域交流コーディネーター等と連携し推進)  

（２） 地区社協活動への支援（市域での検討会「区社協検討会」での議論や“てびき”に沿った地区社

協活動の推進や財源の有効活用と適正な運営を支援） 

（３） 神奈川区地域福祉保健計画の推進「かながわ支え愛プラン」の推進（区計画の推進と地区社協が

主体となった地区別計画の推進・支援、第４期に向けた準備）  

（４） 生活支援体制整備事業の推進（第２層生活支援コーディネーターや関係機関と連携し、介護予防、

生活支援等の地域づくりを各地域で展開） 

（５） 地区社協や地域の福祉団体への活動資金の助成（区社協ふれあい助成金、年末たすけあ 

い募金の配分、災害時要援護者支援事業や善意銀行の配分など資金面の支援） 

（６） 関係機関・団体との連携（地区民生委員児童委員協議会や地区社協等関係機関や団体と 

連携し、身近な地域での生活課題や社会的な孤立などの解決に向けた検討） 

（７） 社会福祉法人等の地域貢献活動の推進（区内社会福祉法人や企業の地域貢献活動と地域 

をつなぐ） 

２ 幅広い福祉保健人材の確保 

（１） ボランティアセンター機能の強化（大学生や退職者等新規ボランティアの開拓） 

（２） 地域ケアプラザと連携したボランティア活動の推進（包括エリアで開催されるボランテ 

ィアグループ連絡会・サロン連絡会の開催支援） 

（３） 災害ボランティアセンターの設置・運営（運営マニュアルの充実と災害ボランティアサ 

ポーターの養成） 

３ 高齢者、障がい児者、子育て中の親や生活困窮者への支援 

(１) あんしんセンターの運営（高齢者や障がい者の権利擁護に関する相談と生活支援） 

(２) 送迎サービス事業の実施（移動支援機関や移動情報センターと連携した移動困難者への支援） 

(３）移動情報センターの運営（障がい者の移動をはじめとした支援ボランティアの発掘と育成） 

(４）障がい児者のための支援（余暇支援事業や障がい啓発の取組） 

(５）子ども支援事業の実施（地域活動交流コーディネーターと連携し、子どもの居場所づくりの推進） 

(６）低所得者等への支援（食糧を通じた支援の仕組みの検討） 

４ 区社協の発展に向けた組織と運営基盤の強化 

(１）会員活動の充実（会員加入促進と部会、分科会活動の充実） 

(２）福祉への理解啓発（社会福祉大会の開催、ホームページや広報紙による地域活動と情報の発信） 

(３）各種募金活動の推進（善意銀行や共同募金等、活動財源の充実に向けた意識の醸成） 

(４) 適正な法人事務の執行（公益的な取組みと法令を順守した運営と職員の資質向上） 

(５）事業の効率化と既存事業の見直し（事業の再編・整理，廃止・統合） 
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重点項目１ 身近な地域での住民のつながり・支えあい活動の推進  

１ 住民同士の支え合い活動の推進  

【支え愛プラン基本目標 柱１-１-②、柱 3－3-①、柱 4－4－②】【中期計画 １-１】 

① 「住民支え合いマップづ

くり」をきっかけにした小

地域における要援護者の

把握、見守り、支え合い推

進事業 

（予算額 ３４０千円） 

財源：市社協補助金 

    ：共同募金配分金 

 

 

 

② サロン連絡会の開催 

 

 

 

 

③ 地域支援者の育成・ネット

ワークを活用した地域づ

くり 

(予算額 ９２千円) 

財源：市社協補助金 

 

④ 地域が行う災害時要援護

者支援活動への支援（区役

所と協働） 

（予算額 ６００千円） 

  財源：区役所負担金、善

意銀行配分金 

 

⑤ 災害時要援護者支援事業

の事例発表会の開催 

（区役所と協働） 

「住民支え合いマップづくり」をきっかけにして支え合

いの輪を広げていく活動を平成２５年度から始め、現在６

０を超えるの自治会町内会、１００名を超す民生委員児童

委員が取組んでいます。平成３１年度は、目的と機能につ

いて振り返りを行います。 

○「住民支え合いマップ講座」 

対象  自治会町内会・民生委員児童委員 

講師  住民流福祉総合研究所 木原孝久氏    

各地区での支え合いマップづくりを行い、見守りや支え

合いの輪を広げていきます。  

 

居場所づくり実施団体の情報交換と課題整理の場とし

て、区域の連絡会を開催します。また、食品衛生管理の徹

底を図るため、研修会を開催します。また同時にケアプラ

ザ・包括支援センター圏域での交流会開催を支援します。 

 

地域活動交流コーディネーターを中心とした地域支援に

関わる関係者の情報交換やスキルアップのため、ネットワ

ークを活かし、地域の中で交流の場や担い手づくりを進め

ます。 

 

神奈川区役所と協定を締結した自治会町内会を対象に、

災害時要援護者事業の助成を行います。 

 (自治会町内会等の世帯数に応じて 2 万円～8 万円を区役

所と協定締結後５年度内に２回を限度としています) 

 

 

 災害時要援護者支援事業でのこれまでの取組みの事例発

表会を実施します。 

〇災害時要援護者事例発表会 時期 平成３１年５月 

平成３１年度 横浜市神奈川区社会福祉協議会事業計画  
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⑥ 「ふれあい活動」への支援

（区役所と協働） 

 

 

 

地区社協が主体となり、「ふれあい活動」が地域に浸透す

るよう、さまざまな人たちがふれあい活動員として広がり、

気になる人に気づき、支援の仕組みが進むよう、相談や研修

会の開催など支援していきます。 

 

２ 地区社協活動への支援                      

【支え愛プラン基本目標 柱 4-4-①、3-3-②】【中期計画 １-３】 

① 地区社協分科会と事務担

当者会議の合同会議の開

催  

 

② 地区社協役員等活動推進

のための研修会の開催 

(予算額 ５３千円) 

財源：共同募金配分金 

 

③ 地区社協相談支援事業 

 

 

④ 地区社協活動の広報支援 

 

 

⑤ 地区社協への活動助成 

(予算額９,７３０千円) 

財源：市社協補助金 

     共同募金配分金 

 

地区社協の運営支援と組織強化を目的に、役員等の参加

を得て、定例会議と研修会を実施します。 

年 6回開催（4 月、6月、8月、10月、12月、2月） 

 

ア 地域のニーズに沿ったテーマで、他都市の地域で取り

組まれている先進事例を学ぶ研修を行います。 

イ 地区社協同士が自分たちの役割や活動について、情報

交換を目的とした研修を開催します。 

 

各地区社協に、担当職員が理事会や事務局会議など、日常

的に地区社協の運営や事業に参画します。 

 

地区社協の活動が幅広い世代の住民に周知されるよう、

その活動について、区社協のホームページや「区社協だよ

り」で紹介します。 

 

地区社協活動が安定的に行えるよう、助成金を交付しま

す。 

（助成金の種類） 

地区社協活動費 １地区５万円 

区社協会費の一部を助成 

共同募金の当該地区募金実績の１割を助成 

年末たすけあい募金の当該地区募金実績の４割を助成 
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３ 第３期区地域福祉保健計画「かながわ支え愛プラン」の策定推進（区との協働）        

【支え愛プラン基本目標 柱 4-4-①】【中期計画 １-４】 

① 地区別計画の推進に向け

ての取り組み支援 

 

 

 

 

推進４年目に入り、区計画においては第４期計画の策定

づくりを区との共同事務局として取り組みます。 

また、「地区別計画」においても、第３期計画の後半を

推進しつつ、第４期の策定に向けて地区の特性に合わせた

目標設定を各地区社協が主体的に関われるよう支援しま

す。 

４ 生活支援体制整備事業の推進        

【支え愛プラン基本目標 柱 4-4-①】【中期計画 1-1】 

① 「生活支援コーディネー

ター」を中心にした地域

支援づくり 

（予算額 ２００千円） 

財源：市社協受託金 

 

 

 

 

② 生活支援コーディネータ

ー連絡会の開催 

 

支援を必要とする人が住み慣れた地域で安心した生活を

送っていけるように、住民主体の活動、福祉団体、NPO法

人、社会福祉法人や企業など様々な団体の参加を得て、地

域支援を総合的に進めます。 

 この事業の推進にあたっては、区社会福祉協議会（以下

「区社協」）と各地域包括支援センターに配置された“生

活支援コーディネーター”が、地域での生活支援・介護予

防サービスの提供体制の構築に向けた取り組みを一体とな

って進めます。 

  

連絡会を区役所、地域ケアプラザ・包括支援センター等

と協力して連絡会を開催します。日常生活圏域の取組状況

の把握や共有のほか、スキルアップの研修を行います。 

 

５ 地区社協や福祉団体への活動資金の助成  

【支え愛プラン基本目標 柱 4-4-②】【中期計画 5-9】 

① 神奈川区社協ふれあい助

成金の配分 

(予算額 １４,２１３千円) 

  財源：市社協補助金、区社

協善意銀行配分金、

共同募金配分金 

 

 

[助成区分] 

 ア 要援護者支援，障がい児

者支援，福祉のまちづく

区内で行われるボランティア活動、地域活動や障がい者

団体等の活動の立ち上げや活動の継続性を支援するための

助成金を配分します。新たに活動の発展の推進のため、助

成区分の見直しや検討をします。 

 助成金の配分審査については、公平性・透明性を確保す

るため「神奈川区社協助成金総合審査委員会」で審査を行

います。 

○要援護者支援区分  

○障がい児者支援区分 

○福祉のまちづくり区分 
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り，健康増進区分 

  

イ 活動奨励金区分  

（区社協が単独で助成する

制度） 

② 年末たすけあい募金の配

分金による助成・配分 

 

 

○健康増進区分 

 

○すくすくかめっこ備品等助成区分 

○特別記念事業への助成区分 

○会員団体助成区分 

 

年末たすけあい募金の実績により、次のとおり助成しま

す。 

○区内で地域活動を行う団体や福祉施設への事業助成 

○募金予算額の約４割相当を地区社協へ助成 

 

６ 関係機関や地域と連携した支援のネットワークづくり  

【支え愛プラン基本目標 柱 4-4-①】【中期計画 1-1】 

① 困りごとを抱える要援護

者情報の共有化と解決に

向けた取組 

 

 

 

 

②  専門機関相互の情報の共

有化と解決に向けた取組 

 （専門機関職員の情報交換

の場への参加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区社協は、住民支えあいマップ作りの際や日常業務で地

域から様々な相談を受ける中で、制度では解決できない困

りごとや生活課題を抱える人の情報を民生委員・児童委員

や住民、地域ケアプラザ・地域包括支援センターと共有

し、その対応を共に検討し解決に向けて連携していきま

す。 

 

地域包括支援センターや区役所などの専門機関の職員の

定期的な情報交換の場である毎月の定例カンファレンス

（事例検討会）に参加し、様々な生活課題を抱える人に対

して、専門機関の職員同士で情報を共有し、対応策を考え

ていきます。特に制度では解決できない狭間の課題や制度

で対応していても充足されないニーズを見つけ出し、地域

の取り組みと連携させながら、個別の支援の充実を図りま

す。 

 また、生活困窮者自立支援制度の自立支援相談事業（区

役所生活支援課）と連携し、生活課題を抱える方をつな

ぎ、生活福祉資金貸付制度の運用を図ります。新たに一時

的な食糧支援をとおして、生活困窮者とのつながりをつく

り、支援につながる取り組みを本格的に始めます。 
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重点項目２ 幅広い福祉保健人材の育成   
 

１ ボランティアセンター機能の強化 

【支え愛プラン基本目標 柱 3-3-①】【中期計画 3-7】 

① ボランティアの発掘と育

成、地域の支えあい活動の

ための担い手育成 

 （予算額 ４９０千円） 

  財源：市受託金 

 

 

 

 

 

② 地区ボランティアセンタ

ーの運営及び設置の取組

支援 

 

 

 

 

○区社協の他事業や地域とも連携し、ワンストップサービ

スを心がけたきめ細かいコーディネートを行いきます。 

○隔月で移動情報センターと共催で「ボランティア入門講

座」の開催をします。 

〇新規ボランティア数を増やすための取り組みとして学生

や退職した世代に向けたアプローチを検討し、ボランテ

ィア数を増やします。 

〇企業の社会貢献活動への支援を通して、地域課題を解決

するための新たな社会資源の発掘を推進します。 

 

〇各地域に設置された地区ボランティアセンターの運営支

援として連絡会や研修会を開催します。また、新たに立ち

上げを検討している地域への支援を行います。 

《24年度設置地区》大口･七島地区、菅田地区 

《28年度設置地区》神奈川地区、松見地区、松見４丁目町

会、三ツ沢南町町内会 

《29年度設置地区》三ツ沢地区（三ツ沢下町自治会） 

③  地域包括支援センターが

主催する地域ケア会議へ

の参加 

 

 

民生委員・児童委員などの地域関係者と医療・保健・福

祉の専門機関が集まり、個別の課題解決のために協議する

地域ケア会議に（地域包括支援センターが呼びかけ）参加

します。会議の中では特に地域の視点に立ち、狭間の課題

への対応や生活のさらなる充実に向けた取り組みを提案し

ていきます。 

 

７ 社会福祉法人の地域貢献活動の充実    

【支え愛プラン基本目標 柱 3-3-②】【中期計画 4-2】 

① 社会福祉法人・施設の地域

貢献活動支援 

社会福祉法改正にともない、社会福祉法人の地域におけ

る公益的な取組が求められています。社会福祉法人・施設

が、身近な地域でニーズを踏まえた具体的な取組が行える

よう、区社協に支援担当者を置き、地区社協をはじめとし

た関係団体との協働を進めていきます。 
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③ 福祉保健活動拠点の運営 

(指定管理者 市委託事業) 

（予算額 １７,５６４千円） 

 財源：市受託金、印刷機使

用料 

 

④ 福祉教育の推進 

（予算額 ９４千円） 

財源：市社協補助金 

 

 

 

⑤ ボランティア団体、活動者

への支援 

 

○地域福祉保健活動とボランティア活動の有効な場とし

て、適正な管理・運営を図ります。  

指定管理期間 平成 28年 4月１日～平成 33年 3月 31日 

開館時間 9：00～21：00（日・祭日は、17：00まで） 

業務内容：部屋・印刷機・メールボックス・ロッカーの貸 

出しやボランティア相談・紹介・支援 

学校や地域団体、企業などが行う福祉学習のために機材

貸出、講師調整、研修内容の企画を行います。 

福祉学習の推進を通して、お互いを認め配慮しあう心の

育成、地域の課題に気づき自分ごととして考えられる地域

づくりを進めていきます。 

 

○ 区社協助成金制度により既存活動を助成するほか、新た

な活動の立上げ助成を行います。 

２ 地域ケアプラザと連携したボランティア活動の推進 

【支え愛プラン基本目標 柱 3-3-②】【中期計画 3-7】 

① 小地域におけるボランテ

ィアコーディネート体制の

確立に向けた取組（地区ボ

ランティアセンターの推

進） 

 

 

② 地域ケアプラザが実施す

る担い手育成事業への支

援 

 

地域ケアプラザと地区社協・区社協が連携した、ボラン

ティア活動推進の仕組づくりとして、５か所（大口･七島

地区、菅田地区、神奈川地区、松見地区、松見４丁目町

会・三ツ沢南町自治会・三ツ沢下町自治会））での地区ボ

ランティアセンターの取組を推進します。また、立ち上げ

に向けて、希望地区への支援を行います。 

 

地域ケアプラザ事業に対して助成するとともに、ボラン

ティア講座受講者が地域の活動につながり、定着できるよ

う地域ケアプラザと協力して、プログラムの企画や地域の

活動の受け皿づくりなどを行っていきます。また、包括エ

リアで開催されるボランティアグループ連絡会・サロン連

絡会の開催支援を行います。 

 

３ 災害ボランティアセンターの設置・運営 

【支え愛プラン基本目標 柱 1-1-②】【中期計画 5-11】 

① 災害ボランティアセンタ

ーの運営体制の整備 

 

区と締結した「神奈川区災害ボランティアセンター設置・

運営に関する協定書」にもとづき、災害ボランティアセン

ター設置とその運営体制について、業務継続計画のもと検
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 討し充実させます。 

神奈川区では、地域防災拠点と緊密な連携を図る形で検

討を行ってきました。さらに地域住民を主体とした「災害

ボランティアサポーター」（ボランティアセンターの運営

支援にあたる近隣住民）の養成とともに、設置・運営マニ

ュアルの充実を図ります。 

 

重点項目 3 高齢者、障がい者、子育て中の親や生活困窮者などへの支援               

１ 神奈川区社協あんしんセンターの運営 

【支え愛プラン基本目標 柱 1-1-②】【中期計画 2-1,2-3】 

① 契約に基づく定期訪問、金

銭管理サービス 

（予算額 ４６０千円） 

 財源：市社協受託金、利用 

料、区社協会費 

 

② 制度の広報、啓発 

 

 

 

 

③ 関連機関との連携 

 

 

 

 

 

 

 

④ 市民後見人の活動支援 

 

 

誰もが地域で安心して暮らすことができるように、高齢

者や障がい者の権利擁護に関する相談を受け、定期訪問を

通して福祉サービスの利用援助、日常的な金銭管理サービ

ス等を行います。 

 

出張講座、情報交換会を行い、あんしんセンターや成年

後見制度について、支援が必要な方に関わる関係者や地域

の団体などへの周知を強化し、理解を促進していきます。

また、エンディングノートの普及・啓発も行っていきます。 

 

地域ケアプラザ等、関係機関・団体等のネットワークを

強化することを目的に、区福祉保健センターと連携し「サ

ポートネット全体会」を実施し、権利擁護に関する課題の

検討を行います。 

また、包括支援センター連絡会社会福祉士分科会に参加

し、あんしんセンターへの理解促進と関係機関との連携強

化を進めます。 

 

横浜生活あんしんセンター、区福祉保健センター、地域

ケアプラザをはじめとする関係機関と連携し、市民後見人

の活動を支援します。 

 また、サポートネット分科会を実施し、課題の検討等を

行うことで、関係機関とのネットワークを強化します。 
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２ 外出支援サービス事業（市委託事業）、区社協送迎サービス事業 

【支え愛プラン基本目標 柱 1-1-②】【中期計画 5-7】 

① 送迎サービスによる支援 

（予算額 ３，９８５千円） 

 財源：市社協受託金、利用料 

 

 

一人での移動や公共交通機関の利用が困難な要介護高齢

者や障がい者に対して、リフト付ワゴン車で運転ボランテ

ィアによる送迎サービスを行います。 

 外出支援サービス事業における本会の役割や、区社協送

迎サービス事業の今後について、介護保険サービスを始め

とした他の送迎サービス事業の状況を踏まえ、見直しを検

討します。 

３ 移動情報センターの運営（市委託事業） 

  【支え愛プラン基本目標 柱 1-1-②】【中期計画 5-6】 

① 相談窓口での相談調整・ニ

ーズの発掘と分析 

（予算額 ７，８４１千円） 

 財源：市社協受託金 

 

② 障がい児･者のためのボラ

ンティアの発掘と育成、ネ

ットワークづくり 

 

 

 

 

③ サービス事業者の意見交

換会の開催 

 

④ 保護者の情報交換の場づ 

くり 

 

⑤ 情報発信 

 

 

⑥ 推進会議の開催 

 

 

 

⑦ ガイドボランティア事務 

取扱団体の運営 

(予算額 １,８８８千円) 

財源：市補助金 

障がいのある人のための外出を支援する相談窓口とし

て、移動事業者の情報、地域の支援者やボランティアなど

の情報や制度を、利用者や事業者からの相談に応じ提供・

コーディネートします。 

 

区ボランティアセンターや地域ケアプラザなどと連携

し、担い手となるボランティアの発掘と育成のためのガイ

ドボランティア講座を開催します。またガイドボランティ

アの悩み等をボランティア同士で話し合う交流会もフォロ

ーアップのため開催するとともに支援団体やボランティア

グループのネットワークづくりを行います。 

 

事業者間の情報共有、連携を促進するため、意見交換会

を開催します。 内容：事例検討会、講演会など 

 

保護者同士の交流と学びを目的とした「ぴあ友カフェ」

を開催します。 

 

移動情報センター通信を発行し、関連機関や地域に向け

て情報発信を行います。（年２回） 

 

当事者団体、支援機関等で構成されている推進会議を開

催し、事業等について意見交換を行い、事業推進を図りま

す。（年４回） 

 

ガイドボランティアの登録や事務を取扱う団体の運営を行

います。 
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４ 障がい児・者のための支援 

【支え愛プラン基本目標 柱 1-1-②】【中期計画 1-1】【中期計画 3-5】 

① 余暇プログラムの実施 

（予算額：２５１千円） 

 財源：共同募金配分金 

 

② 区障害者自立支援協議会

への参加 

 

③ 障がい啓発の取り組み 

 

 

 

 

④ 療育親子ネットワーク会

議への参加 

学齢障がい児者の余暇支援事業を地域ケアプラザと共催

し区自立支援協議会協力のもと、年間を通して実施しま

す。また、成人余暇プログラムを試行的に実施します。 

 

区内の障がい者支援の課題に取り組むため、区自立支援

協議会の事務局として、障がい啓発や障がい児者を取り巻

く地域づくりについて検討します。 

 区自立支援協議会や区障害者地域作業所連絡会、療育お

やこネットワーク gift等と連携し、啓発の事業を開催しま

す。また、地域ケアプラザエリアや民生委員児童委員協議

会エリアで障がい啓発講座を開催します。 

 

神奈川区地域子育て支援拠点（かなーちえ）で行われて

いる療育親子ネットワーク会議に参加します。また、そこ

で話し合われている区内での障がい理解・啓発活動につい

て支援をします。 

 

５ 子ども支援事業の実施 

【支え愛プラン基本目標 柱 1-1-②】【中期計画 1-5】 

① 区民生委員児童委員協議

会と連携した子どもの居

場所づくりの推進 

（予算額 ７９千円） 

 財源：共同募金配分金 

年末たすけあい配分金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 見えにくい子どもの貧困をはじめ、社会から孤立してい

る子どもを対象にした食事支援や学習支援などの子どもの

居場所づくり活動の展開を支援します。 

・情報交換会の開催（毎月 1回） 

 毎月、主任児童委員を中心に区内の居場所づくり活動に

関する情報交換を行います。 

・神奈川区子ども支援ネットワーク会議（年 1回） 

会議の開催をとおして区内の活動状況や課題を共有し、

子ども関係機関・団体みんなで居場所づくり活動を支える

ための体制を推進させます。 

・協力者の発掘と活動者とのコーディネート業務 

子どもの居場所づくりの立上げ・継続支援として、活動

者と食材等の寄付を申し出てくれる協力者とのコーディネ

ートを行います。 
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② 神奈川区子育て情報ホー

ムページ「はぐはぐ神奈

川」の運営 

（予算額 ５７０千円） 

財源：共同募金配分金 

・事例報告会の開催（年 1回） 

 区内で立ち上がってきた活動事例を活用し、さらに地域

の中で居場所づくりが広がりを見せるよう啓発していきま

す。 

 

  子育てママが中心のとなり運営している団体、“はぐは

ぐ神奈川編集隊”に「はぐはぐ神奈川ホームページ」の運

営を委託し、地域情報や子育て中のママへの取材や記事づ

くり、ホームページの更新等を行い、情報を発信します。

また、子育てに関する各種イベントの企画運営を行いま

す。 

６ 低所得者、被災者への支援 

【支え愛プラン基本目標 柱 1-1-②】【中期計画 5-8】 

① 生活福祉資金貸付事業 

(県社会福祉協議会委託事業) 

（予算額 ３,４４２千円） 

 財源：県社協受託金 

 

 

 

 

 

② 生活困窮者自立支援制度

と連携した要援護者に対

する相談支援 

 

 

③ 小災害見舞金 

 

 

④ 緊急援護事業 

 

 

⑤ 交通遺児見舞金 

 

低所得世帯や高齢者・障がい者世帯などで一時的に資金

を貸し付けることを通じて、世帯の自立を支援します。 

・総合支援資金（生活支援費、住宅入居費、一時生活再建

費） 

・福祉資金（福祉費、緊急小口資金） 

・教育支援資金（教育支援費、就学支度費） 

・不動産担保型生活支援資金 

・臨時特例つなぎ資金 

 

 生活に困った方の相談を行う区役所の相談窓口の自立相

談機関と連携して、その方の状況に応じたサポートをして

いきます。また、一時的に食に困っている方へ、関係団体か

ら食糧を提供してもらい直接食糧支援を行います。 

 

火災、風水害等の災害により住家に被害を受けた羅災世

帯に関係団体と連携して見舞金を支給します。 

 

区役所と協力して行旅人に交通費、要援護者に生活用品

の購入費等を支給します。 

 

交通事故により保護者を失った遺児に対して見舞金を交

付します。 
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重点項目４ 区社協の発展に向けた運営基盤の強化 

１ 会員活動の充実 

【支えあいプラン基本目標 柱 3-3-②】【中期計画 4-1】 

① 施設の福祉保健従事者の

確保、育成の取組 

（予算額 ３５５千円） 

 財源：県社協受託金 

   会費 

 

 

 

 

② 地区社協分科会 

 

 

 

③ 障がい者団体分科会 

 

 

④ ボランティア分科会 

 

 

⑤ 民生委員、自治会町内会、 

福祉関係団体分科会など 

区内の高齢者等福祉施設の連絡会を中心に、地域との連

携事業や福祉保健従事者の育成につながる取組を行いま

す。併せて会員の加入促進を図ります。 

〇 福祉施設と地域との連携について検討 

〇 各施設の新人職員の交流会の開催 

〇 施設職員研修会 

○ 青色防犯パトロール事業の推進 

○ ＢＣＰ(事業継続計画)作成講座の開催 

 

地区社協の運営支援と組織強化を目的に、役員等の参加

を得て、定例会議や研修会を実施します。 

年 6回開催（4月、6月、8月、10月、12月、2月）（再掲） 

 

各団体が抱える課題検討や情報交換を行います。また課

題解決に向けた取組を行っていきます。 

 

各ボランティアグループや市民活動団体のコミュニケー

ションと活動の発展を図る場として、分科会を開催します。 

 

その他の分科会についても毎月開催される定例会議に出

席し、情報収集や事業の提案や依頼をします。 

２ 福祉への理解啓発 

【支えあいプラン基本目標 柱 1-1-①】【中期計画 】 

① 「区社協だより」の発行 

（予算額 １００千円） 

  財源：共同募金配分金 
  
 
 

② 地域新聞や広報よこはま

神奈川区版に事業情報掲

載 

 

 

 

区社協や地域の福祉活動を広く理解していただき、地域

住民の理解を深めるために、タウンニュースを活用して年

２回発行します。 
 
 
 

区社協事業情報や助成金募集情報など、広く区民に周知

します。 

（年 10回程度） 
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③ 第３５回区社会福祉大会

の開催 

（予算額 ２５４千円） 

 財源：会費 

  

 

 

④ 福祉活動功労者への感謝

状の贈呈 

 

 

 

 

 

 

⑤ 区社協ホームページの運

営 (予算額 ２４９千円) 

財源：共同募金配分金 

 

⑥ 神奈川区民まつりへの参

加 

 

福祉活動に功労のあった方に感謝に意を表するとともに

「かながわ支え愛プラン」の区・地区別計画の取組と進捗

状況の発表の場とします。 

 内 容 第一部 福祉活動功労者感謝 

      第二部 かながわ支え愛プランに関した事例

発表等  日 程 平成３２年２月（予定） 

 

長年の福祉活動への功労に感謝するため、次の方に社会

福祉大会の席上で感謝状を贈呈します。 

〇民生委員・児童委員、主任児童委員（活動５年以上） 

〇地区社協会長が推薦する個人及び団体 

〇単位シニアクラブ（活動５年以上で区シニアクラブ連合

会が推薦するクラブ） 

〇区社協会長が推薦する個人及び団体 

 

地域の活動状況、福祉情報や区社協の法人運営について

定期的に更新し情報を提供します。 

 

 

区社協や共同募金運動などのＰＲを行い、福祉に対する

理解を促進します。１０月  反町公園 

 

３ 各種募金活動の推進 

① 善意銀行寄付金受入れの

推進 

 

善意銀行寄託金品受入を推進するため、制度のＰＲに努

めていきます。また、寄附金・物品を有効に活用し、福祉の

推進を図ります。 

 

４ 適正な法人事務の執行 

① 理事会、評議員会、正副会

長会 

 

 

 

 

② 監事による監査 

 

 

本会が地域福祉の中心的な役割を果たすため、理事会は

業務執行機関とし、評議員会は議決機関として、定期的に

開催し、重要な事業の進め方について審議します。 

また、正副会長会を定期的に開催し、事業の進め方や方針

を審議します。 

 

適正な組織運営を図るため、業務執行の状況と法人の財産

の状況の監査を受けます。 
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③ 各種委員会 

 

 

 

 

 

④ 予算・決算管理、出納 

 

 

⑤ 事業計画、事業報告 

 

 

 

⑥ 法人登記、定款･規程の管

理 

 

⑦ 個人情報保護管理 

 

⑧ 苦情解決対応 

 

 

 

 

⑨ 社会福祉法人の公益的役

割の強化 

 

 

 

それぞれの業務に基づいて、下記の各種委員会を必要に

応じて開催します。 

〇助成金総合審査委員会 

〇評議員選任解任委員会 

〇業者選定委員会等 

 

日々の適正な予算執行を行うとともに、現金の保管管理

ルールを遵守し、事故が発生しない職場環境をつくります。 

 

年度ごとの事業計画・報告書を作成し、計画的に事業を

執行するとともに、会員に送付し引き続きご協力をいただ

くように努めます。 

 

信頼される法人運営を目指すため、適切な事務管理に努

めます。 

 

業務に関する個人情報の適切な管理に努めます。 

 

苦情があったときは適時適切に対応します。また、業務

の改善につなげサービスの質の向上に努めます。また、「ご

意見箱」を設置し、区民からの意見や要望を受けやすい環

境をつくります。 

 

社会福祉法改正にともない、本会自らの運営の透明性を

確保するとともに内部管理体制の整備を行います。またこ

れまで以上に公益的な役割を発揮します。 

 

５ 事業の効率化と既存事業の見直し 

 

① 庶務、労務管理、文書管理、

事務効率化の推進 

 

② 既存事業の見直し 

各業務の効率的かつ適正な事務執行を図り、必要に応じ

て事務改善に努めます。 

 

 新たなニーズに応えるため、既存事業の再編・整理，廃

止・統合を行います。 

 

 

 

 


